
（参考）供託書 

初葉 

 

 

次葉 

 



「供託書」（非上場株式の担保供託） 

 

 「供託書」は非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の担保として非上場会

社の株式を提供する場合に、国税通則法施行令第 16 条第１項の規定により株式の供託を行

うため納税者が作成し、法務局（供託所）に提出するものです。 

 非上場株式を担保供託する場合の供託書は、一般の供託書記載要領によるほか、次によ

り記載してください。 

 なお、供託書の用紙は法務局に備え付けてあります。 

 

【記載要領】 

１ 「被供託者の住所氏名」欄 

  氏名・法人名等の欄に「国」と記載してください。住所は記載する必要はありません。 

 

２ 「供託の原因たる事実」欄 

  適用を受ける非上場株式等についての納税猶予に応じて次のとおり記載してください。 

 

【非上場株式等についての贈与税の納税猶予（租税特別措置法第 70 条の７）の場合の記載

例】 

 供託者は、平成○年○月○日付贈与（贈与者○○○○）に係る贈与税額（平成○年○月

○日申告分）について、租税特別措置法第 70 条の７第１項に規定する非上場株式等につい

ての贈与税の納税猶予の適用を受けるため、同項の規定により担保として当該納税猶予分

の贈与税額（贈与税額 000,000,000 円及び利子税額 000,000,000 円）及び国税通則法所定

の延滞税の額に相当する有価証券を供託する。 

 

【非上場株式等についての相続税の納税猶予（租税特別措置法第 70 条の７の２）の場合の

記載例】 

 供託者は、平成○年○月○日相続（被相続人○○○○）に係る相続税額（平成○年○月

○日申告分）について、租税特別措置法第 70 条の７の２第１項に規定する非上場株式等に

ついての相続税の納税猶予の適用を受けるため、同項の規定により担保として当該納税猶

予分の相続税額（相続税額 000,000,000 円及び利子税額 000,000,000 円）及び国税通則法

所定の延滞税の額に相当する有価証券を供託する。 

 

【非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予（租税特別措置法第 70 条の７

の４）の場合の記載例】 

 供託者は、平成○年○月○日相続（被相続人○○○○）に係る相続税額（平成○年○月

○日申告分）について、租税特別措置法第 70 条の７の４第１項に規定する非上場株式等に

ついての相続税の納税猶予の適用を受けるため、同項の規定により担保として当該納税猶

予分の相続税額（相続税額 000,000,000 円及び利子税額 000,000,000 円）及び国税通則法

所定の延滞税の額に相当する有価証券を供託する。 



３ 「供託により消滅すべき質権又は抵当権」、「反対給付の内容」欄 

  記載する必要はありません。 

 

４ 「備考」欄 

  担保の提供先である所轄税務署長の名称を次のとおり記載してください。 

  「官庁の名称 ○○税務署長」 

 

 


